
長期欠席者に係る状況調査

総合教育相談室



長期欠席者の定義の変更

合計が30日以上

「欠席日数」及び
「出席停止・忌引き等の日数」の

※さいたま市では１５日以上からの報告
⇒早期の把握と支援



長期欠席者の理由区分

①病気 ②経済的理由 ③不登校 ④その他 新型コロナウイ
ルス感染回避

学級閉鎖、出席停止・
忌引き等による出席停
止も含まれる
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( )内は新型コロナウイルスの感染回避を除いた人数。



さいたま市における長期欠席者の出現率（％）
小・中・中等・高等学校
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さいたま市における不登校児童生徒の出現率（％）
小・中・中等・高等学校
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